
 
 

消 防 予 第 ２ ５ ７ 号 
平成２６年６月１７日 

各都道府県消防防災主管部長  

東京消防庁・各指定都市消防長 

 
消防庁予防課長    

                              （公 印 省 略） 

 
小学校・中学校・高等学校等の遠足・修学旅行等に係る旅行関係者から 
の照会に対する対応について 

 
 
 消防法令等の適合状況に関する旅行関係者（個人を除く。以下同じ）からの照会に

対する対応等については、「防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火

安全対策連絡会議における了解事項」の運用について」（平成 26 年３月７日付け消防

予第 60 号。以下「60 号通知」という。）により運用いただいているところです。 
このたび、文部科学省から別添のとおり「防火対象物に係る表示制度について」（事

務連絡）が発出されましたので、お知らせします。 
貴職におかれましては、下記に留意の上、旅行関係者から照会があった場合は、適

切に対応するようお願いします。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の各市町村等（消防

の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願い

します。 

 

記 
 
１ 学校や社会教育関係団体等において、ホテル・旅館等の施設の利用を検討する際

には、消防法令等の適合状況等について、当該施設又は当該地域を管轄する消防機

関に対して、表示マークの掲出状況を確認することとしていること。消防本部にお

いては、表示マークを交付したホテル・旅館等の情報をホームページ等に掲載する

など、効率的な情報提供に努められたいこと。 
 
２ 学校や社会教育団体等から直接又は旅行業者を通じ、消防法令等の適合状況につ

いて照会があった場合は、60 号通知に基づき適切に対応されたいこと。 
 

 消防庁予防課企画調整・制度・防災管理係

担当： 桂川 中村 
電話：03-5253-7523/FAX：03-5253-7533 
E-mail：s6.nakamura.soumu.go.jp 

殿



事   務   連   絡 

平成２６年６月１６日 

各都道府県教育委員会・指定都市教育委員会社会教育主管課 

各都道府県教育委員会・指定都市教育委員会指導事務主管課 

各都道府県・指定都市私立学校所管課            御中 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校担当課 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

生涯学習政策局社会教育課 

防火対象物に係る表示制度について 

文部科学省では，「小学校・中学校、高等学校等の遠足・修学旅行について（通達）」（昭

和４３年１０月２日付け文初中第４５０号）等に基づき，学校及びＰＴＡや青少年団体等

の社会教育関係団体その他の民間団体等（以下，「学校や社会教育関係団体等」という。）

において，修学旅行や体験活動等を実施する際の事故防止等の安全管理について，適切な

指導・助言をお願いしてきたところです。 

このたび，消防庁より，資料１「防火対象物に係る表示制度の運用開始について」（平成

２６年６月６日付け事務連絡）のとおり，ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき，

消防機関が審査した結果, 消防法令等に適合していると認められた建物に対して,消防機

関から表示マークが交付されることについて，関係の学校や社会教育団体等に対する周知

依頼がありました。 

各学校や社会教育関係団体等においては，修学旅行や体験活動等の実施に際して，ホテ

ル・旅館等の施設を利用した活動が行われているところですが，各施設の防火安全対策の

状況等について検討し，必要に応じて適切な措置をとることは，児童生徒等の安全を確保

し，修学旅行や体験活動等の円滑な実施を図る上で重要なことと考えられますので,域内の

市町村教育委員会，市町村長，所管又は所轄の学校や社会教育関係団体等に対して，「表示

制度」が開始されることについて周知いただくとともに，必要な指導、助言又は援助をお

願いします。 

また，各学校や社会教育関係団体等においては，ホテル・旅館等の施設の利用を検討す

る際には，消防法令等の適合状況等について，当該施設に対し直接又は当該地域を管轄す

別添



る消防機関のホームページ等により表示マークの掲出状況を確認するとともに，必要に応

じて，今回，資料１の別添３として添付した資料「防火対象物に係る表示制度の実施に伴

う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について」（平成２６年

３月７日付け消防予第６０号）の別記様式第３「旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関

する照会書」により，消防法令等の適合状況等について，旅行業者を通じ又は直接，当該

地域を管轄する消防機関に照会するなどの適切な措置をとるようお願いします。 

なお，このことについては，消防庁予防課とも協議済みであることを念のため申し添え

ます。 

【添付資料】 

○資料１「防火対象物に係る表示制度の運用開始について」

（平成２６年６月６日付け事務連絡） 

・別添１ 

「防火対象物に係る表示制度の実施について（通知）」（平成２５年１０月３１日付消

防予第４１８号） 

・別添２ 

「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」（昭和５６年１月２４日） 

・別添３ 

「防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会にお

ける了解事項」の運用について」（平成２６年３月７日消防予第６０号） 

・別添４ 

「表示制度リーフレット」（消防庁作成） 

○資料２「小学校・中学校、高等学校の等の遠足・修学旅行について」（通達）

（昭和４３年１０月２日付文初中第４５０号） 

【本件連絡先】 

初等中等教育局児童生徒課就学支援係 

電話：０３－５２５３－４１１１（内線２５６０） 

生涯学習政策局社会教育課 

地域・学校支援推進室地域学習活動企画係 

電話：０３－５２５３－４１１１（内線３２８４） 



 

 

      事  務  連  絡 

平成 26 年６月６日  

 
 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 御中 
消防庁予防課  

 
 

防火対象物に係る表示制度の運用開始について  

  

 

平成 24 年５月 13 日に発生した広島県福山市のホテル火災を踏まえ、今般、別添

１の「防火対象物に係る表示制度の実施について」（平成 25 年 10 月 31 日付け消防

予第 418 号）を発出し、防火対象物の表示制度の運用を平成 26 年４月から開始する

とともに、平成 26 年 8 月 1 日から全国的な表示マークの掲出を開始することとした

ところです。 

本制度は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の関係者の防火

に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理を

促進するとともに、重要な建築構造等の適合性も含めた防火・防災管理上の一定の

基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、利用者等

の選択を通じて防火安全体制の確立を図ることを目的とするものです。ホテル・旅

館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、表示基準に適合して

いると認められる場合に、表示マークを交付することとしています。 

また、別添２の「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」に基づ

き、消防機関においては、旅館、ホテルにおける消防用設備等の設置状況、防火管

理の状況等について旅行関係者からの照会に対応してきたところですが、本制度の

運用開始に伴い、今後は、表示マークの交付状況等についても回答を行うこととし

ています（詳細は、別添３の「防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテ

ル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について」（平成 26 年 3 月 7

日付け消防予第 60 号）を参照ください。）。 

つきましては、修学旅行や体験活動等の実施に際して、ホテル・旅館等の施設を

利用した活動を行うこととなる学校や社会教育関係団体等に対し、本制度の周知を

実施していただきますよう、特段のご配慮をお願いします。 

なお、本制度に関しては、消防庁ホームページ（URL:http://www.fdma.go.jp/kasai 

_yobo/hyoujiseido/）に掲載していますので、周知に際しては、適宜、別添４の広

報資料をご活用ください。 

 

 

 

【連絡先】 

消防庁予防課企画調整・制度・防災管理係 

担当：桂川・中村 

電話:03-5253-7523・FAX:03-5253-7533 
e-mail：s6.nakamura@soumu.go.jp 
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資料１



 
   消 防 予 第 ４ １ ８ 号 

平成 25 年 10 月 31 日 

 

各都道府県知事  

各指定都市市長  

 

 

消  防  庁  次  長        

 

 

防火対象物に係る表示制度の実施について（通知） 

 

昨年５月に発生したホテル火災を受け、消防庁においては昨年度からホテル

火災対策検討部会を開催し、ホテル・旅館等の火災被害拡大防止対策等に関す

る検討を進め、本年７月、検討部会報告書が取りまとめられたところである。 

ホテル・旅館等は、不特定多数の者が利用する就寝施設であり、利用者は、

その地域の住民に限らず全国から集まるため、建物の防火安全に関する情報を

有していないことが多い。 

こうした不特定多数の者を収容する防火対象物における惨事を防止するには、

消防機関において、関係者自らが防火に関する認識を高め、火災発生時等に適

切に対応できるよう指導を実施するとともに、消防法令違反等の防火安全上の

不備事項があるホテル・旅館等に対して、厳格な違反是正の徹底を図ることが

前提であるが、今回の火災における被害拡大の要因等を踏まえ、建築構造等を

含めた防火基準への適合性について利用者等に情報提供し、利用者等の選択を

通じて防火安全体制の確立を促すことが重要である。 

ついては、「改正消防法を踏まえた旅館ホテル等に係る防火安全対策の推進等

について」（平成 14 年 12 月 24 日付け消防安第 132 号消防庁次長通知）により、

平成 15 年９月 30 日に廃止した、「防火基準適合表示制度」の仕組みを再構築し、

下記のとおり「防火対象物に係る表示制度」の運用を開始することとしたので、

建築行政機関等との連携を図りながら、防火安全対策の徹底に努めるようお願

いする。 

 各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対して、この旨周知されたい。 

 なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基

づく助言として発出するものであることを申し添える。 

 

記 

 

１ 実施時期 

  平成 26 年４月１日から、ホテル・旅館等（消防法施行令別表第一(5)項イ

殿 
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及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表（5）項イの用途に供する部

分が存するもの。以下同じ。）の関係者の申請、消防本部及び消防署（以下「消

防本部等」という。）における受付・審査を開始できるものとする。ただし、

消防本部等の実情等により、平成 26 年４月１日前に受付・審査を開始するこ

とは差し支えない。 

なお、表示マークについては、平成 26 年の夏頃を目途に掲出及び使用を開

始できるものとするが、具体的な時期については、表示マークの申請状況等

を踏まえ、追って通知することとする。 

   

２ 実施要綱 

  別添「防火基準適合表示要綱」のとおりとする。 

 

３ 留意事項 

(1) 別添「防火基準適合表示要綱」２の「表示対象物」については、ホテル・ 

旅館等とするが、市町村の地域実情に応じて、その他の防火対象物を対象 

とすることができるものとする。 

(2)  別添「防火基準適合表示要綱」３の「表示基準」については、防火対象

物の規模等に応じ、点検項目を追加することができるものとする。 

(3) 表示マークの交付に係る申請の受付・審査において、申請書の記載事項 

に不備等を確認した場合は、速やかに、申請者に対して記載事項の訂正、 

必要な書類の添付等の補正を求め、表示マークの掲出及び使用を求めるホ 

テル・旅館等が、補正に要する時間短縮を図ることに配慮した指導を行う 

こと。 

(4) 「表示基準」のうち、建築構造等の判定については、建築基準法（昭和 

25 年５月 24 日法律第 201 号）第 12 条に基づく定期報告制度を活用するこ 

とにより判定することとし、必要に応じて特定行政庁に意見を求めること。 

また、本制度に係る建築行政機関との情報共有等については、これまで

「風俗営業の用途に供する営業を含む防火対象物の防火安全対策における 

風俗営業行政の連携について」（平成 13年 11月 12日付け消防予第 393号） 

や「防火対象物の防火安全対策における建築行政機関との連携の推進につ 

いて」（平成 18 年３月 28 日付け消防予第 122 号）等に基づき整備されて 

いる連携体制等を活用すること。 

なお、これらについては、国土交通省と調整済である。 

(5) ホテル・旅館等表示の対象となる防火対象物の関係者に対して、本制度

の趣旨について、十分周知の徹底を図られたいこと。 

 

４ 廃止通知 

本通知により、平成 14 年 12 月 24 日付け消防安第 132 号消防庁次長通知は

廃止することとし、当該通知における自主点検報告表示制度により表示され

ている防火自主点検済証の経過措置については、別途通知する。 

 

 
 



 

別添 

 

防火基準適合表示要綱 

 

１ 表示の目的 

ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重

要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務

の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な

建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合してい

る防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立

を図るため「表示」を行うものとする。 

 

２ 表示対象物 

  防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示（以下「表示」とい

う。）をする対象物は、ホテル・旅館等（消防法施行令別表第一(5)項イ並び

に同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分

が存するもの。以下同じ。）で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。 

  なお、その他の防火対象物については、地域実情を考慮し対象とすること

ができる。 

(1)  消防法第８条の適用があるもの 

(2)  防火対象物の地階を除く階数が３以上のもの 

 

３ 表示基準及び審査 

(1)  表示基準は別記のとおりとする。 

(2)  表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物（防災管理）定

期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準

法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。 

(3)  表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。 

 

４ 表示マークの交付 

(1)  消防長又は消防署長は、ホテル・旅館等の関係者（以下「関係者」とい

う。）からの申請により、別記表示基準に基づく審査により、その申請に係

る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合（(2)に定める場合を

除く。）には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している

旨を通知するとともに、別図に定める「表示マーク（銀）」を交付する。た

だし、表示マーク（銀）を継続する場合は、適合している旨の通知のみを

行うものとする。 

（2） 消防長又は消防署長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火

対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者

に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するととも

 
 



に、別図に定める ｢表示マーク（金）｣を交付する。ただし、表示マーク（金）

を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。 

ア 表示マーク（銀）が３年間継続して交付されており、かつ表示基準に適

合していると認められる場合 

イ 表示マーク（金）が交付されており、交付日から３年が経過する前に交

付（更新）申請され、表示基準に適合していると認められる場合 

   

５ 表示マークの掲出 

４により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マ

ークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マーク

を使用することができるものとする。 

なお、ホームページ等における表示マークの使用方法については、別に定

める。 

 

６ 表示マークの有効期間 

表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク（銀）」は１年間、｢表

示マーク（金）｣は３年間とする。 

 

７ 表示マークの返還 

(1) 表示マークの有効期間が満了し、交付（更新）申請を行わない場合、関

係者は、表示マークを返還するものとする。 

(2) 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合、関

係者は、表示マークを返還するものとする。   

なお、表示マークを返還させる際には、消防長又は消防署長は、その理由

を附記した文書により、関係者に通知するものとする。 

ア 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しな

いことが明らかとなった場合 

イ 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示

基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合 

ウ ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マーク

の電子データを無断で転用した場合 

 

８ 表示マークの再交付 

  ７の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者

から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合

していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示

マーク（銀）を再交付するものとする。 

  なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて

十分な確認期間を確保すること。 

 

 

 
 



 

別記  

 

表示基準 

１ 点検項目 

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。 

 

 

２ 判定基準 

別途、予防課長通知により示す「判定基準」により、適合状況を判定する

ものとする。 

 

 

 

 

点検項目 

防
火
管
理
等 

防火対象物の点検及び報告 

防火管理者等の届出 

自衛消防組織の届出 

防火管理に係る消防計画  

統括防火管理者等の届出  

防火・避難施設等 

防炎対象物品の使用 

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 
火気使用設備・器具 
少量危険物・指定可燃物 

防
災
管
理 

防災管理対象物の点検及び報告 

防災管理者等の届出 

防災管理に係る消防計画 

統括防災管理者等の届出 
消
防
用
設
備
等 

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 

消防用設備等の点検報告 

危険物施設等 

建
築
構
造
等 

定期調査報告 

建築構造等（建築構造・防火区画・階段） 

避難施設等 

 
 



別図 

備考 

１ 様式の大きさは、日本工業規格Ｂ４とする。 

２ 色彩は、地を紺色、その他のもの（消防本部名を除く。）にあっては、そ

れぞれ金色・銀色とする。 

表示マーク（金） 表示マーク（銀）

消防本部 



 
 

旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項 
 

昭和 56 年１月 24 日 
消 防 庁 
建 設 省 
厚 生 省 
運 輸 省 
警 察 庁 
労 働 省 
文 部 省 

 
 栃木県川治プリンスホテル火災にかんがみ、旅館、ホテルにおける防火安全上とるべき

措置について、関係省庁で構成する旅館ホテル防火安全対策連絡協議会を開催し、昭和 43
年 12 月５日決定の「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の再検討を

行つた結果、新たに下記のとおりとすることで結論を得た。 
 

記 
 
消防庁 
１ 旅館、ホテルの規模、構造及び収容人員等に応じた消防用設備等の適正な設置並びに

定期点検の実施及びその報告の徹底を図るよう指導する。 
２ 旅館、ホテルに係る防火管理者の選任及び届出、実態に応じた消防計画の作成及び届

出並びに定期的な避難訓練の実施及び消防機関に対する通報の徹底を図るよう指導する。 
３ 旅館、ホテルの防火、避難施設等の適正な維持、保全を図るため、防火査察の強化、

充実を指導するとともに、必要があるときは関係行政機関と連絡をとりながら措置命令、

改善命令、使用停止命令等を行うよう指導する。 
４ 旅館、ホテルにおける消防用設備等の設置状況、防火管理の状況等について旅行関係

者からの照会に適切に対応するよう指導する。 
５ 旅館、ホテルの従業員に対する防災教育等の実施について協力するよう指導する。 
 
建設省 
１ 旅館、ホテルの新築、増築等に伴う確認及び完了検査を迅速かつ厳正に行うよう指導

するとともに、建築基準法第 12 条に基づく定期報告を励行するよう指導の強化を図る。 
２ 旅館、ホテルの防火、避難施設等の適正な維持、保全を図るため、防災査察の強化、

充実を指導するとともに、必要があるときは関係行政機関と連絡をとりながら、改善命

令、使用禁止命令等を行うよう指導する。 
３ 旅館、ホテルの防災上の状況について、旅行関係者からの照会に適切に対応するよう

指導する。 
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厚生省 
１ 旅館業法に基づく営業の許可に際しては、建築物の検査済証の写し及び当該建築物が

消防法令に適合している旨の所轄消防機関の通知書（以下「検査済証の写し等」という。）

の送付を受けるまでの間は、営業許可を差し控える。 
２ 旅館、ホテルの増改築に伴う旅館業法に基づく構造設備の概要の変更の届出に際して

は、防火安全の観点から旅館業者に対して消防法令及び建築法令を遵守し、十分な措置

を講ずるよう指導する。 
３ 旅館業者に対し、所管宿泊業団体を通じ、関係行政機関の協力を得て次の措置を講ず

るよう指導する。 
(1) 防災設備等を整備すること。 
(2) 防火管理者の選任、消防計画の作成及び旅館、ホテル従業員等に対する避難訓練等

の防災教育を実施すること。 
(3) 老人、身体不自由者等の宿泊にあたつては、非常時において安全、確実、迅速な誘

導が可能となるよう十分配慮すること。 
(4) 宿泊客の到着後直ちに宿泊客に対し避難口、避難方法等を周知させること。 

４ 旅館業者に対し、防災設備等の整備に対する環境衛生金融公庫の融資の活用を指導す

る。 
５ 旅館業者に対し、緊急時における宿泊客の確認のため、宿泊者名簿の作成を徹底する

よう指導する。 
 
運輸省 
１ 国際観光ホテル整備法（以下「整備法」という。）に基づく登録に際しては、検査済証

の写し等を添付させる。なお、検査済証の写し等の添付がない場合は、当該建築物に係

る検査済証の写し等の提出がなされるまでの間は、登録を差し控える。 
２ 旅館、ホテルの増改築については、整備法に基づく届出を厳守させるとともに、防火

安全の観点から消防法令及び建築法令を遵守し、十分な措置を講ずるよう指導する。な

お、当該届出に際しては、検査済証の写し等を添付させる。 
３ 旅館、ホテルが消防法令及び建築法令に違反し、関係行政機関の改善指導又は措置命

令等に従わない場合は、所管宿泊業団体が自主的制裁措置をとるよう指導するとともに、

当該旅館、ホテルの登録取消しを含む是正措置を講じる。 
４ 旅館業者に対し、所管宿泊業団体を通じ、次のことを指導する。 

(1) 防災設備等を整備すること。 
(2) 防火管理者の選任、消防計画の作成及び旅館、ホテル従業員等に対する避難訓練等

の防災教育を実施すること。 
(3) 老人、身体不自由者等の宿泊にあたつては、非常時において安全、確実、迅速な誘

導が可能となるよう十分配慮すること。 
(4) 宿泊客の到着後直ちに宿泊客に対し、避難口、避難方法等を周知させること。 

５ 旅行業者に対して、次のことを指導する。 
(1) 旅館、ホテルと継続的な送客契約を締結する際は、当該建築物の防火、避難施設等

の状況について事前に調査すること。 



(2) 老人、身体不自由者等の団体旅行者については、事前にその旨を旅館業者に連絡す

ること。 
(3) 添乗員は、団体旅行者が旅館、ホテルに到着後、旅館業者が直ちに非常時における

避難方法等を周知させているかどうか確認すること。 
(4) 団体旅行については、旅行者名、連絡先等を確実には握しておくこと。 
(5) あらかじめ定められている事故処理体制の徹底、事故時における避難誘導措置等に

ついての添乗員教育の充実を図ること。 
 
警察庁 
 風俗営業等取締法に規定する風俗営業の営業用の家屋等が、旅館業の施設である場合の

許可に際しては、検査済証の写し等の有無を確認することとする。 
 
労働省 
 火災発生時等における応急措置及び避難に関する事項を含めた安全衛生に関する教育訓

練の徹底を図る。特に従業員を雇い入れた時の教育訓練の実施方について旅館業者に対し

て強く指導する。 
 
文部省 
 児童、生徒の修学旅行の実施にあたつては、旅館、ホテルの宿泊に伴う防火安全につい

て配慮するよう指導する。 
 
各省庁共管 
１ 旅館業法、整備法、建築基準法、風俗営業等取締法及び消防法に基づく許可、登録、

確認、届出、報告、検査等に際しては、当該事項について必要に応じて他の関係行政機

関に通知するとともに、関係行政機関は、防火安全に関する不備事項について適切に対

応する。 
２ 建築基準法及び消防法の規定に基づく立入検査の結果についての表示、公表の活用方

法について検討する。 
３ 旅館、ホテル防火安全対策をさらに具体的、有効的に推進するため、各都道府県等に

おいて、関係行政機関の連絡調整の場を設ける。 
 
 



消 防 予 第 6 0 号

平成 26 年３月７日

   

各都道府県消防防災主管部長  
東京消防庁・各指定都市消防長 

 
消防庁予防課長      

 
 

防火対象物に係る表示制度の実施に伴う「旅館ホテル防火安全対策 

連絡協議会における了解事項」の運用について 

 

 

「旅館、ホテルに係る防火安全について」（昭和 56 年１月 24 日付け消防予第

21 号）において示されている「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解

事項」（以下｢了解事項｣という。）の運用については、「暫定適マーク制度の廃止に

伴う「旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項」の運用について」

（平成 18 年９月８日付け消防予第 387 号）（以下「387 号通知」という。）により

実施をお願いしてきたところですが、「防火対象物に係る表示制度の実施について」

（平成 25 年 10 月 31 日付け消防予第 418 号消防庁次長通知）（以下「消防庁次長

通知」という。）により、ホテル・旅館等に対する表示制度の運用が開始されるこ

とを踏まえ、了解事項の運用に係る 387 号通知を廃止し、下記のとおり運用する

こととしましたので通知します。 

 貴職におかれましては、下記事項に十分留意されるとともに、各都道府県にあ

っては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）

に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

１ 消防法令に適合している旨の通知書の交付 

  旅館、ホテルに関する法令等に基づき許可、登録、指定、届出等を行う場合

に添付される消防法令に適合している旨の通知書（以下｢通知書｣という。）の交

付については、次により取り扱うものとする。 

(1) 通知書の交付申請は別記様式第１で行うものとし、申請理由区分を次のア～

カの選択肢から選択すること。 

  ア 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条の規定による営業の許可（了

解事項厚生省１関係） 

  イ 旅館業法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 28 号）第４条の規定による施

設又は設備の変更届出（了解事項厚生省２関係） 

  ウ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第３条又は第 18 条第

１項の規定による登録（了解事項運輸省１関係） 

  エ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第７条第１項又は第１

８条第２項において準用する第７条第１項の規定による施設に関する登録

事項の変更の届出（了解事項運輸省２関係） 

  オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第３条規定による営業許可（了解事項警察庁関係） 

  カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

殿 

908838
タイプライターテキスト
別添３



122 号）第９条規定による構造又は設備の変更等の承認、届出（了解事項

警察庁関係） 

(2)  別記様式第１により通知書の交付申請があった場合には、消防機関は立入

検査等の実施により、消防法令の適合状況について調査すること。 

なお、消防庁次長通知別添の防火基準適合表示要綱４に基づき、表示基準

適合通知書及び表示マークが交付されている防火対象物から交付申請があ

った場合には、表示基準適合通知書に記載されている表示有効期間内に限り、

消防法令に適合しているものとして取り扱うことができるものとする。 

 (3) (2)の結果に基づき、別記様式第２により通知書を交付すること。また、消

防法令に適合していない場合には、通知書を交付できない旨及びその理由を

当該申請者に回答すること。 

 

２ 旅行関係者からの照会に対する対応 

(1) 旅館、ホテルの防火安全に関することについて、旅行関係者（個人を除く。

以下同じ。）から別記様式第３に基づく照会があった場合（了解事項消防庁４

関係）には、消防庁次長通知別添の防火基準適合表示要綱４に基づき交付さ

れる表示マークの交付状況等について、別記様式第４により回答すること。 

   なお、旅行関係者において別記様式第３に準じた様式を用いている場合は、

その様式を使用することができるものとする。 

(2) 表示マークが交付されていない場合は、その理由（表示基準に適合しない、

表示マークに係る交付申請がない、表示制度の対象外等）を別記様式第４「表

示マーク等交付状況」の「表示マーク不交付」の「理由」欄に記載し、消防

法令に基づく届出等の実施状況を、別記様式第４「４ 表示マーク交付状況

等」の「届出等の状況」の項目に従い記載すること。 

なお、届出等の状況の項目については、消防機関において適宜追加するこ

とができるものとする。 

 

３ 関係行政機関との連絡協調 

他の関係行政機関から消防機関に対し通知があった場合（了解事項各省庁共

管１関係）には、これに適切に対応するとともに、その対応結果を当該関係行

政機関に対し通知するものとする。 

なお、消防機関が防火安全に関する不備事項を発見した場合には、これを他

の関係行政機関に通知するものとする。 

 

４ 各都道府県における関係行政機関の連絡調整 

各都道府県消防防災主管課においては、旅館、ホテルの防火安全に関し、都

道府県における関係行政機関の連絡協議会を設け（了解事項各省庁共管３関係）、

所要の連絡調整を図るものとする。 

なお、当該組織には、消防機関の代表を含めることが望ましい。 

 

５ その他 

２の旅行関係者からの照会に対する対応については、表示マークの交付に係

る申請・受付開始予定日である平成 26 年４月１日から実施すること。 

 

 

 
消防庁予防課企画調整・制度・防災管理係 

担当：伊藤（要）・齋藤（貴）・岩佐 
電話：03-5253-7523/FAX：03-5253-7533 
E-mail：m.iwasa@soumu.co.jp 



別記様式第１ 
 

消防法令適合通知書交付申請書 
年  月  日  

 
（消防長又は消防署長） 殿 
 

申請者             
住所              
氏名           印 

  
下記の旅館又はホテルについて、消防法令に係る消防法令適合通知書の交

付を申請します。 
 

記 
 
１ 名称（旅館又はホテルの名称） 
２ 所在地（旅館又はホテルの所在地） 
３ 申請理由区分 
 ア 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条の規定による営業の許可 
 イ 旅館業法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 28 号）第４条の規定による施

設又は設備の変更届出 
 ウ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第３条又は第 18 条第

１項の規定による登録 
 エ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第７条第１項又は第

18 条第２項において準用する第７条第１項の規定による施設に関する登

録事項の変更の届出 
 オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第３条規定による営業許可 
 カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第９条規定による構造又は設備の変更等の承認、届出 
 
 

※受付欄 ※経過欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
   ２ ※印の欄は、記入しないこと。 



別記様式第２ 
 

消防法令適合通知書 
年  月  日  

 
 殿 

 
            

（消防長又は消防署長） 印  
 
 
     年  月  日付けで交付申請のあった下記の旅館又はホテルに

ついては、消防法令に適合していると認め、通知します。 
 

記 
 
１ 名称 （旅館又はホテルの名称） 
２ 所在地（旅館又はホテルの所在地） 
３ 申請者 
４ 立入検査実施日    年  月  日 
５ 申請理由区分 
 ア 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条の規定による営業の許可 
 イ 旅館業法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 28 号）第４条の規定による施

設又は設備の変更届出 
 ウ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第３条又は第 18 条第

１項の規定による登録 
 エ 国際観光ホテル整備法（昭和 24 年法律第 279 号）第７条第１項又は第

18 条第２項において準用する第７条第１項の規定による施設に関する登

録事項の変更の届出 
 オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第３条規定による営業許可 
 カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第

122 号）第９条規定による構造又は設備の変更等の承認、届出 
６ 備考 
 
 
 
 

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 



別記様式第３ 
 

旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書 
年  月  日  

 
（消防長又は消防署長） 殿 

 
                     申請者 
                     住所 

氏名           印  
 

下記の旅館又はホテルの消防法令等の適合状況について照会いたします。 
 
 

記 
 
 
１ 名称（旅館又はホテルの名称） 
 
２ 所在地（旅館又はホテルの所在地） 
 
３ 代表者氏名 
 
４ 申請理由 
 
５ 備考 

※受付欄 ※経過欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
   ２ ※印の欄は、記入しないこと。 



別記様式第４ 
 

旅行関係者からの照会に対する回答書 
年  月  日  

 
 殿 

（消防長又は消防署長）  印  
 
  

 
     年  月  日付けで照会のあった下記旅館又はホテルの消防法令等の

適合状況について、次のとおり回答します。 
 

記 
 
１ 名称（旅館又はホテルの名称） 
 
２ 所在地（旅館又はホテルの所在地） 
 
３ 代表者氏名 
 
４ 表示マーク交付状況等 
 □ 表示マーク交付済 
   交付年月日    年   月   日 
   有効期間     年   月   日  ～    年   月  日 
□ 表示マーク不交付 
（理由） 

 
 

（届出等の状況） 
 
□ 防火管理者選任（解任）に係る届出    （ □ 届出済 □ 未届出 ） 

 
□ 防火管理に係る消防計画         （ □ 届出済 □ 未届出 ） 

  ・訓練実施日 
消火訓練                   年   月   日 

    避難訓練                   年   月   日 
 □ 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果 

（ □ 報告済 □ 未報告 ） 
□ 防火対象物点検結果           （ □ 報告済 □ 未報告 ） 

 □ その他（                              ） 
 
５ 備考  
 
 
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
   ２ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 
   ３ 表示マークが火災の発生等により一時的に留保されている場合は、「交付済」

とし、備考欄にその旨を記載すること。 
   ４ 届出等の状況における実施日等については、直近の年月日を記載すること。 
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